
 
長良川河口堰の更なる弾力的な運用に関するモニタリング部会規約 

 
（名 称） 
第１条 本会は、「長良川河口堰の更なる弾力的な運用に関するモニタリング部会」（以下

「部会」という。）と称する。 
 
（設置者） 
第２条  部会は、国土交通省中部地方整備局長及び独立行政法人水資源機構中部支社長

（以下「中部地方整備局長等」という。）が設置する。 
 
（目 的） 
第３条  部会は、中部地方ダム等管理フォローアップ委員会（以下「委員会」という。）

の規約（以下「委員会規約」という。）第７条第１項の規定に基づくモニタリング

部会であり、中部地方整備局長等が河川環境の保全と更なる改善のために行う長

良川河口堰の弾力的な運用による底層溶存酸素量の改善状況、流動の状況、底質

の状況等のモニタリング調査計画の作成（又は変更）及びその調査結果の分析・

評価について、委員会に部会の意見を述べることを目的とする。 
 
（部 会） 
第４条 部会の委員は、別表―１のとおりとする。 
  ２ 部会には委員会規約第７条第５項（１）の規定に基づき部会長を置く。 
  ３ 部会長は会務を総理する。 
  ４ 部会長は委員会規約第７条第５項（３）の規定に基づきあらかじめ代理を指名す

る。 
  ５ 部会は前条の目的のため必要と認める場合には、部会の委員以外の専門家等から

意見聴取及び資料提供を受けることができるよう中部地方整備局長等に対して

要請することができる。 
 
（公 開） 
第５条 部会は、原則として公開とする。 
  ２ ただし、部会長が必要と認めた場合には非公開とすることができる。 
 
（議 事） 
第６条 部会は、部会長が招集し、部会長が議長を務める。 
  ２ 部会の会議は、部会に属する委員の 2 分の１以上が出席しなければ開催すること



が出来ない。 
  ３ 部会の議事運営については、部会に属する委員の意見を聴いて定める。 
  ４ 部会は、その議事内容の概要を公表する。 
 
（部会の意見） 
第７条 部会は、モニタリング調査計画の作成（又は変更）及びその調査結果の分析・評

価について、部会に属する委員の意見を取りまとめ、これを部会の意見として委

員会に述べる。 
 
（資料の提示） 
第８条  独立行政法人水資源機構長良川河口堰管理所長は、部会の審議に際し、モニタ

リング調査計画の内容及びその調査結果の分析について説明を行い、部会からの

求めに応じ、必要な資料を提供する。 
 
（事務局） 
第９条  部会の事務局は、独立行政法人水資源機構長良川河口堰管理所に置く。 
 
（雑 則） 
第 10 条 部会の委員に変更が生じる場合には、その都度部会に諮り、了承を得るものと

する。 
 
（その他） 
第 11 条 この規約に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が部会

に諮って定める。 
 
附則 
（施行期日） 
この規約は、平成２３年３月１５日から施行する。 
 



別表―１ 
 
 

長良川河口堰の更なる弾力的な運用に関するモニタリング部会 

委員名簿 

 
氏 名 専門分野 所 属 

石田 典子 浮遊生物 
 

名古屋女子大学 文学部 
教授 

関口 秀夫 底生動物 
河川環境 

三重大学 大学院生物資源学研究科 
招へい教授・名誉教授 

辻本 哲郎 河川 
移動河床 

名古屋大学 大学院工学研究科 
教授 

藤田 裕一郎 河川水理 岐阜大学 流域圏科学研究センター 
教授 

松尾 直規 河川水質・底質 
 

中部大学 工学部 都市建設工学科 
教授 

（五十音順） 
 
 


